
 
 
 

循環型社会形成推進功労者を表彰する制度とは・・・ 
廃棄物の発生量の抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）の適切な推進に
顕著な功績があった個人、企業、団体を表彰し、その功績をたたえて、循環型社会の形成の推進に資
することを目的として、平成 18年度に環境省によって設けられました。 

表彰対象部門：３Ｒ活動優良企業（企業） 
（廃棄物等の発生抑制、循環的な利用及び適正処分を実現した企業であって、次のいずれかに該当するもの。） 
● その工場又は事業所等の事業に係る拠点において、 当該事業活動に伴う廃棄物等の大幅な発生抑制又は循

環的な利用の大幅な拡大を実現した企業であって、 その取組が将来的にも持続し得るもの。 

● その製品等について、廃棄物等としての相当程度の発生抑制、 循環的な利用の相当程度の拡大又は適正処 

分の飛躍的な向上を実現した企業であって、 その取組が将来的にも持続し得るもの。 

● 廃棄物等の大幅な発生抑制、循環的な利用の大幅な拡大又は適正処分の飛躍的な向上のための技術、 製品 

又はシステムを実用化し、かつその普及を図る企業。 

 

 

 

平成３０年度循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰を受賞！！
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